
 
京都市交通局 地下鉄近接施工協議取扱要領 

 
（目的） 
第１条 この要領は、本市地下鉄に近接して施工する調査・工事又は重機の使用（以下、「工

事等」という。）により、地盤や既設構造物に想定外の変位や応力が発生し、列車運行に支

障を及ぼす、あるいは本市地下鉄構造物の安全性及び耐久性を低下させる等の有害な影響

が生じないよう、工事等の計画、設計、施工を安全かつ合理的に行うために事前協議（以

下、「近接施工協議」という。）することを目的とする。 

 
（近接施工協議が必要な範囲） 

第２条 工事等に伴う近接施工協議が必要な範囲は、「京都市都市計画情報検索システム」に

おいて、「Ｂ 都市施設」である本市地下鉄施設（京都市高速鉄道烏丸線及び東西線）から

の水平距離が２５ｍ以内のものとする。 
  なお、「京都市都市計画情報検索システム」に記載のない地上部の駅出入口の位置につい

ては、現地で確認すること。 
２ 以下の条件をすべて満たせば、前項によらず協議不要とする。 

・ 建築物及び土木構造物（以下、「建造物」という。）が地下鉄構造物の直上でない 
・ 建造物が軽量鉄骨２階建又は木造３階建以下 
・ 掘削深さが２.０ｍ以下 

３ 近接施工協議が必要な範囲について不明な点がある場合は、次条の連絡先へ問い合わせ

ること。 
 
（近接施工協議書の提出） 
第３条 前条において近接施工協議が必要となった場合、施主又は設計・施工会社（以下、

「施主等」という。）は、高速鉄道部 技術監理課 土木担当へ近接施工協議の依頼を行うも

のとする。 
２ 依頼にあたっては、近接施工協議依頼書（様式１）及び添付書類を次のメールアドレス

へ送信し、電話連絡すること。 
  kotsu-kinsetsu@city.kyoto.lg.jp（TEL：075-863-5234） 

 
（近接施工協議） 
第４条 当局は、受理した近接施工協議書に基づき、近接施工協議の有無を判断し施主等へ

回答するものとする。 
２ 近接施工協議が不要となった場合は、当局が近接施工協議書の交通局記載欄に「協議済」

と記載し返却することで、協議は終了となる。 
３ 近接施工協議が必要となった場合は、当局が近接施工協議書の交通局記載欄に「協議事

項等」を記載するともに、施主等へ本市地下鉄構造物の図面等の資料を提供し、施主等は

この資料に基づき協議を進めていく。 
 
（近接施工協議の期間） 
第５条 近接施工協議の期間は、近接程度に応じて、１ヶ月から数ヶ月となる。 
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（近接施工協議の手順） 
第６条 近接施工協議の手順については、下図「近接施工協議の手順図」のとおりとする。 
 
本要領     工事等の計画・設計又は重機の使用  
 
第２条 

本市地下鉄施設からの水平距離が 
２５ｍ以内 

 
第３条 
 
 
第４条        近接施工協議が必要か 
 
 
 
第７条 

【計画協議】 
          仮設・掘削計画及び基礎構造等の設計内容確認 
                  近接程度の判定 

  重機設置時の単位面積当りの荷重 
 

             
                            
 
 
第８条 
 
                        
 
第９条 
 
 
 
 
 
 
 
第１０～１２条 

 
図 近接施工協議の手順図 

【設計協議】 
・影響予測、調査(土質調査等)、対策工の検討 

・家屋調査や計測管理の検討 

【施工協議】 
・家屋調査や計測管理の手法検討 
・連絡体制の確立 
・建築確認申請の合議欄へ合議と記入 

・Ⅰ無条件範囲 
・重機設置時の単位面積当り 

の荷重が当局基準以下 

着工 

・近接施工協議依頼不要 
・建築確認申請書の合議欄記入不要 

着工 

・Ⅱ要注意範囲 
・重機設置時の単位面積当り 

荷重が当局基準値以上 

・Ⅲ制限範囲 

ＹＥＳ 

当局が条件提示 

着工 

着工 

近接施工協議依頼書の提出（施主等→交通局） 

ＮＯ 

地下鉄構造物図面等の提供（交通局→施主等） 

ＮＯ 
着工 

・近接施工協議依頼書の返却 
・建築確認申請書に合議と記入 

ＹＥＳ 

・近接施工協議依頼書の返却 
・建築確認申請書に合議と記入 

・近接施工協議依頼書の返却 
・建築確認申請書に合議と記入 

合議 

・近接施工協議依頼書の返却 
・建築確認申請書に合議と記入 

施工計画書提出（施主等→交通局） 



 
（計画協議） 

第７条 近接施工協議が必要な範囲で工事等を行う場合は、計画協議を行う。 
２ 計画協議では、施主等が都市部鉄道構造物の「近接施工対策マニュアル 平成１９年１

月 公益財団法人鉄道総合技術研究所近接」（以下、「近接施工マニュアル」という。）に基

づき、施主等が計画している工事等に対して、近接程度の判定図を作成する。 

  また、重機を設置する場合は、重機の荷重が地下鉄構造物へ及ぼす影響について検討す

ること。 

３ 近接程度の判定図は、近接施工マニュアルに基づき下のⅠ～Ⅲの区分で行い、基本的に

次のとおりの対応となる。 
  近接程度Ⅰ 無条件範囲 ・・・無条件で着工 
  近接程度Ⅱ 要注意範囲 ・・・条件付着工 
  近接程度Ⅲ 制限範囲  ・・・設計協議及び施工協議 

 
（設計協議） 
第８条 計画協議において、近接程度Ⅲと判定された場合は、設計協議を行う。 
２ 設計協議では、施主等は作成した近接程度の判定図を用いて、本市地下鉄への影響予測

を行う。また、影響予測に基づき、調査・測量、家屋調査、計測管理等の計画及び対策工

について検討する。 

 
（施工協議） 
第９条 設計協議において検討した事項について、施工協議を行う。 
２ 施工協議では、施主等が着工するまでに、施工前・中・後の測量・調査、家屋調査、計

測管理等の実施方法及び対策工法（特に仮設設置や掘削時）についての検討結果を記載し

た施工計画書を提出するものとする。 

３ 施工計画書は、原則として着工の１か月前までに提出するものとし、緊急時に技術監理

課と連絡がとれる連絡体制を記載すること。 

 
（施工時の安全管理） 
第１０条 前条の施工協議において、施主等が駅出入口での調査・測量、家屋調査、地下鉄

本線での計測管理等を行うことになった場合は、施工前に技術監理課の安全講習を受講し

なければならい。 
 
（計測管理） 
第１１条 計測管理の目的は、軌道を含めた既設構造物の安全性、近接施工による既設構造

物への影響が予測通りか否か、変位・変形の進行性、その速度、発生位置や変形のモード

等を把握し、危険な状態の把握あるいは危険な状態になることを予測し、施工管理・施工

方法に反映させるものである。 

２ 変位計測管理については、当局の管理基準値（１次管理値、２次管理値、管理限界値）

に基づき行い、施工中に管理基準値を超過した場合は、施主等は当局の指示に従うものと

する。 

 



（異常発生時の対応） 
第１２条 施主等が行う近接工事に起因して、列車運行への支障及び本市地下鉄構造物の変

状が発生した場合は、協議のうえ、施主等の責で原因を究明し、速やかに復旧させるもの

とする。 

 
（区分地上権設定地） 
第１３条 区分地上権設定地においては、施主等は登記簿謄本で記載されている条件の範囲

内で施工することとし、施工条件等が記載された書面により、技術監理課の同意を得なけ

ればならない。 
 
附 則 

（施行期日） 

この要領は令和８年３月１日に施行する。 


